
こ
の
講
座
は
秋
田
県
か
ら
委
託
を
受
け

て
秋
田
県
聴
覚
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー

が
実
施
す
る
も
の
で
す 

要
約

よ
う
や
く

筆
記

ひ

っ

き

っ
て

な
ん
だ
？ 

秋田県聴覚障害者支援センター 

会
場

住所 ：秋田市 旭北栄町1-5 秋田県社会福祉会館５階 

電話 ：018-874-8113（代表） FAX：018-862-1820 

メール：akita-chokaku@fukinoto.or.jp

ＵＲＬ：http://www.fukinoto.or.jp/chokaku/ 

受
講
の
お
申
し
込
み
や
お
問
い
合
わ
せ
は
下
記
連
絡
先
ま
で 

開

催

期

間 

秋
田
県
要
約
筆
記
者

養
成
講
座
（

手
書
き

） 

令
和
６
年
度

要
約
筆
記
と
は
、
聴
覚
障
害
者
へ
の
情
報
保
障
手
段
の

ひ
と
つ
で
、
難
聴
者
や
中
途
失
聴
者
な
ど
、
手
話
を
知
ら

な
い
、
習
う
機
会
が
な
い
人
た
ち
の
た
め
に
、
話
の
内
容

を
要
約
し
文
字
で
伝
え
る
技
術
の
こ
と
で
す
。

話
す
内
容
を
要
約
し
て
伝
え
る
技
術
を
学
び
、
難
聴
者

や
中
途
失
聴
者
の
サ
ポ
ー
ト
を
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

養
成
講
座
修
了
後
に
全
国
統
一
要
約
筆
記
者
認
定
試
験

に
合
格
す
る
こ
と
で
秋
田
県
登
録
意
思
疎
通
支
援
者
と
し

て
活
動
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
令
和
６
年
５
月

１８

日
～

１０

月

２６

日
全

２３

回

※
詳
細
は
セ
ン
タ
ー
の
Ｈ
Ｐ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い

●
秋
田
県
社
会
福
祉
会
館 

９
階
第
３
会
議
室

他

（
秋
田
市
旭
北
栄
町
１-

５
）

※
都
合
に
よ
り
変
更
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
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